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条

例

　

衛
生
試
験
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
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〇
宮
城
県
条
例
第
三
十
二
号

　
　
　

衛
生
試
験
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
衛
生
試
験
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

衛
生
試
験
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
中
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
を
適
用
し
、
同
告
示
別
表

第
一
」
を
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
算
定
方
法
」
に
改
め
る
。

　

（
保
健
所
使
用
料
等
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

保
健
所
使
用
料
等
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
中
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
を
準
用
し
、
同
告

示
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
（
以
下
「
診
療
報
酬
点
数
表
」
と
い
う
。）」
を
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第

七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
診
療
報
酬
点
数
表
」
を
「
前
項
の
算
定
方
法
」
に
改
め
る
。

　

（
社
会
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

社
会
福
祉
施
設
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
。
以
下
「
診
療

報
酬
算
定
方
法
」
と
い
う
。）
及
び
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活

療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九
号
。
以
下
「
食
事
療
養
及
び

生
活
療
養
費
用
算
定
基
準
」
と
い
う
。）
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
及
び
食
事
療
養
及
び
生
活
療

養
費
用
算
定
基
準
」
を
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方
法
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第

七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基

準
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
診
療
報
酬
算
定
方
法
」
と
い
う
。）
並
び
に
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
第
二
項
及
び
第
八
十

五
条
の
二
第
二
項
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
以
下
「
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
費
用
算
定
基
準
」
と
い
う
。）」
に

改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
」
を
削
り
、
同
表
四
の
項
中
「
を
適
用
し
、

診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
及
び
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
費
用
算
定
基
準
」
を
削
り
、
同
表
五
の
項
中
「
を
適

用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
」
を
削
り
、
同
表
八
の
項
中
「
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一

及
び
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
費
用
算
定
基
準
」
を
削
る
。

　
　

別
表
第
二
の
一
の
項
及
び
二
の
項
中
「
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
」
を
削
る
。

　
　

別
表
第
三
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
」
を
削
る
。

　

（
介
護
保
険
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

介
護
保
険
審
査
会
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
条
第
一
項
中
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）」
を
「
健
康
保
険

法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方
法
及
び

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
、「
同
項
」
を
「
法
第
百
九

十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

（
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
中
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）」
を
「
健
康
保
険
法
（
大

正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方
法
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
、「
同
項
」
を
「
障
害
者
自
立
支
援

法
第
百
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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（
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
使
用
料
等
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
使
用
料
等
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
。
以
下
「
診
療

報
酬
算
定
方
法
」
と
い
う
。）
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
」
を
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法

律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方
法
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
診
療
報
酬
算
定
方
法
」
と
い
う
。）」

に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
」
を
削
る
。

　

（
病
院
事
業
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

病
院
事
業
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

使
用
料
の
額
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方
法
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第

七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
診
療
報
酬
算
定
方
法
」
と
い
う
。）
並
び
に
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
第
二
項
及
び
第

八
十
五
条
の
二
第
二
項
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
以
下
「
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
費
用
算
定
基
準
」
と
い

う
。）
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

　
　

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
」
を
削
り
、
同
表
二
の
項
中
「
を
適
用
し
、

宮
城
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
及
び
宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第

一
及
び
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
費
用
算
定
基
準
に
よ
り
、
宮
城
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
診
療
報
酬

算
定
方
法
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
並
び
に
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
費
用
算
定
基
準
」
を
削
り
、
同
表
四
の
項
中

　

　

号
第
二
条
第
四
号
の
」
及
び
「
告
示
第
四
百
九
十
五
号
第
二
条
第
七
号
の
入
院
期
間
が
百
八
十
日
を
超
え
た
日
以
後

の
」
を
削
り
、「
診
療
報
酬
算
定
方
法
を
適
用
し
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品

等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
八
号
）
第
十
号
」
を
「
健
康
保
険
法
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方
法
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
十
六
条
第
二

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
に
診
療
報
酬
算
定
方
法
」
に

改
め
、「
当
該
相
当
額
）」
の
下
に
「
を
加
え
た
額
」
を
加
え
、
同
表
六
の
項
中
「
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法

別
表
第
一
及
び
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
費
用
算
定
基
準
」
を
削
り
、
同
表
八
の
項
中
「
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費

用
の
額
の
」
を
「
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
」
に
改
め
、「（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
五

号
）」
を
削
り
、
同
表
九
の
項
中
「
を
適
用
し
、
診
療
報
酬
算
定
方
法
別
表
第
一
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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「

四　

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

評
価
療
養
及
び
選
定
療
養

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
四
百
九
十
五
号
。
以

下「
告
示
第
四
百
九
十
五
号
」

と
い
う
。）

を
「

四　

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条

第
二
項
第
四
号
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
第
六
十
四
条
第
二
項
第
四

号
に
規
定
す
る
選
定
療
養

に
改
め
、「
告
示
第
四
百
九
十
五

　　

」

」


